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令和５年度第４回袖ケ浦市公民館運営審議会 

 

１ 開催日時  令和５年１２月２１日（木） 午後３時開会 

 

２ 開催場所  市民会館 ３階中ホール 

 

３ 出席委員 

委員長 齋藤 隆彦 委 員 福原 孝彦 

副委員長 篠原 和行 委 員 大熊 弘子 

委 員 庄司 光利 委 員 前田 元子 

委 員 土師 宏美 委 員 鈴木 美恵子 

 （欠席委員） 

副委員長 片寄 礼子 委 員 早川 敦 

委 員 田中 輝博 委 員 石井 喜三江 

 

４ 出席職員 

教育部長 生方 和義 長浦公民館館長 須田 紀子 

生涯学習課課長 島田 宏之 長浦公民館顧問 地引 等 

市民会館館長 大田 知司 根形公民館館長 加藤 宏明 

市民会館副主幹 三沢 徹 根形公民館顧問 平賀 栄三郎 

平川公民館館長 齊藤 秀夫 平岡公民館館長 鹿嶋 章夫 

平川公民館顧問 多賀 克之 平岡公民館顧問 在原 徹 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議題 

（１）市民会館・公民館まつりの実施結果について 

 

７ 報告 

（１）袖ケ浦市公民館並びに市民会館の設置及び管理等に関する条例の一部 

改正について 

（２）令和６年袖ケ浦市二十歳を祝う会の取組み状況について 

（３）市民会館・公民館事業の実施状況について 
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８ その他 

  

９ 議事 

 

 

齋藤委員長 

議題（１）市民会館・公民館まつりの実施について、事務局より説明をお願い

します。 

 

事務局 

（本資料１ページから１８ページまでに基づき、大田市民会館館長、齋藤平川

公民館館長、須田長浦公民館館長、加藤根形公民館館長、鹿嶋平岡公民館館長が

説明。） 

 

齋藤委員長 

今年はどの館も大盛況で、天候にも恵まれ非常に良かったと思っております。 

議題（１）の件について、委員の皆様からご質問等があればお受けいたします。 

  

齋藤委員長 

 それでは質問等がないようですので、議題（１）につきましては終わりとさせ

ていただきます。 

次に報告（１）袖ケ浦市公民館並びに市民会館の設置及び管理等に関する条例

の一部改正についてであります。内容は本資料の１９ページから３４ページと

別途配布しております参考資料のとおりでございます。事務局より説明をお願

いします。 

 

事務局 

（本資料１９ページから３４ページと参考資料に基づき、大田市民会館館長が

説明。） 

 

齋藤委員長 

報告（１）の件について、委員の皆様からご質問等があればお受けいたします。 

 

篠原副委員長 

 今の説明でわからない点が二つあります。 

一つは「袖ケ浦市公民館並びに市民会館の設置及び管理等に関する条例」から
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「袖ケ浦市公民館条例」への一部改正という事ですが、題名が変わっているにも

関わらず一部改正なのかなというのが疑問でした。ここまで改正するのであれ

ば、新しい条例ではないのかなと思ったところが一つです。 

 二つ目は、条例中から市民会館という文言がほぼ削除されてしまっており、そ

れがなぜなのかという点です。市民会館・公民館は社会教育法に基づく事業を行

いますというのはわかりましたが、資料を読んでいてその２点が咀嚼（そしゃく）

できませんので、教えてください。 

 

大田市民会館館長 

 まず題名が変わっている件ですが、市役所の中の法規担当である総務課とい

う所が条例の関係を所管しているわけですが、こことの話し合いの中で、題名か

ら市民会館という名称が消えるという事は非常に大きい問題であり、私共とし

ては名称を残したいということで強く要望を出しておりましたが、大元になっ

ている社会教育法の中に市民会館を位置付ける記載がないという事で、この辺

りの部分は協議を重ねた結果、ここは公民館条例ということで、最終的には決着

がついたということでございます。 

 現行の「袖ケ浦市公民館並びに市民会館の設置及び管理等に関する条例」の前

の条例が「袖ケ浦町公民館条例」という題名であり、そこから現行の題名に変わ

っており、それも踏まえた中で「袖ケ浦市公民館条例」という形の題名に改めさ

せていただいております。 

木更津市でいうところの木更津市中央公民館にあたるものが、袖ケ浦市の場

合は市民会館という名称になります。市民会館という名称の公民館、昭和地区の

公民館というような認識をしていただければと思います。 

一部改正の解釈についてでございますが、条文の中のかなりの部分を占める

施設管理規定ですが、あくまでも教育委員会としては施設管理のみを市長部局

へ移すという考えの中で条例改正をやってきております。ですので、あくまでも

これは一部改正だという考えでございます。事業管理は引き続き公民館がやっ

ていくんだというような部分の意思表示も含まれているという事でご了承いた

だければと思います。 

 

篠原副委員長 

 一部改正という形でなくても、例えば袖ケ浦市公民館並びに市民会館の設置

及び管理等に関する条例から袖ケ浦市公民館条例への改正でも良いし、新規で

袖ケ浦市公民館条例としてやっていきますというやり方でも良いと思います。

総務課の法律的な観点からの指摘がたくさんあったと思いますし、すごく大変

な仕事量だったと思います。ただ、市民会館が最後の料金表に書いてありますっ
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ていうので法律的に成立するのでしょうか。社会教育法に市民会館が定義付け

されていないのに、お金を取る時は、事業は教育委員会が行うからそれで使うの

であれば１時間１，３００円ですよと謳（うた）うことについて許されるのかが

わかりません。総務課が審査をしたうえでの判断だと思いますので、問題はない

とは思いますが、そういうところで詰められてきたときに大丈夫なのか心配に

なりました。 

 

大田市民会館館長 

 篠原副委員長のご意見ですが、お気持ちとしてはよくわかります。 

「市民会館」という名称を残すにあたっては、先ほども申し上げましたが、総務

課の法規担当と通算４回話をしました。おそらく時間にして２０時間以上は協

議をしていると思います。市民会館の名称が残るか否かという事ですごく大き

いことですから、何とか残せないかというところで、こちらもだいぶお話をさせ

ていただいたのですが、最終的に「市民会館」という名称を残す事は出来ないと

いう回答でした。それでも１００パーセントだめだという事でなければ、残せな

いかという話もしたのですが、法規に照らし合わせた中で社会教育法の中に市

民会館という名称を定義づける文言がないということ、また条例の題名につい

ては、条例の内容がわかるような形での名称にしなさいというような考え方が

ある中で決めるのが基本ですという事で、最終的にはこれを受け入れざるを得

なかったというところでございます。 

 ただ、何度も申し上げますけれども、公民館事業については、引き続き社会教

育法に基づいた事業展開をしていくわけでございまして、各種講座・教室につい

ても引き続き行ってまいります。交流センターの条例の方にも施設を共用する

というような文言がございまして、公民館事業を行う場合も施設管理は交流セ

ンターに移りますが、社会教育法に基づく事業展開をする場合は施設を共用し

ますというようなものが一文ございます。その中で対応していくという形にな

ると思います。施設に関しては市長部局の管理ですので、そこの使用料というも

のは交流センター条例の方で規定をしていきますので、市民会館で例えれば、昭

和交流センターの中ホールの１時間の使用料ということで徴収、お金をいただ

くということでご理解をいただければと思います。 

 

篠原副委員長 

決定した交流センター条例を見ていないので、教育委員会が社会教育法に基

づく事業を交流センターを使ってやれるようになっているのであればよいと思

います。前回の審議会の際には何条のこの文言は削除になりそうですという報

告はあったと記憶していますが、「市民会館」という文言を除くという風には言
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っていなかったと記憶しています。第７条から第１９条までは削除になり、公民

館運営審議会の規定が文言は一部変更になりますが残りますとも聞いておりま

した。 

「市民会館」という文言が条文上からほぼ無くなっていて、市民会館の位置付

けが、公民館の事業はやりますと言いつつも、結果的に公民館としての位置付け

が全くないように見えましたので、法律的に大丈夫なのかを確認させていただ

きました。法的に問題ないのであれば良いという事でよろしいです。 

 

生方部長 

交流センター条例の資料を用意していなかったことで、説明がわかりづらく

申し訳ありませんでした。今まで現行条例の方で載っていた施設管理のところ

は、全て交流センター条例側に移っていますので、その規定を元に施設管理、そ

れから料金も中身は一緒ですけれども、そういったことについてはそちらの条

例で謳（うた）っていくという形になりますので、その点は問題ございません。 

 あと、市民会館の扱いについてですが、市民会館は他の公民館と違って大ホー

ルがあったり、一公民館の機能だけではなかったため、今までの条例の中でも地

方自治法の規定と併せて規定づけていました。今後、施設管理が交流センター条

例で規定される事で地方自治法の公の施設としての規定の部分は、公民館条例

からは抜けるわけです。それに伴って「市民会館」の名称自体は社会教育法の中

で規定するものがないため、「市民会館」という名称はそういう名称の公民館と

して、公民館条例の中で引き続き、ほかの公民館とともに位置付けされるという

事です。 

 つまり市民会館は新しい公民館条例の中で、公民館としての機能を持つとい

った位置付けで、社会教育事業もできるという整理になっております。説明がう

まくいかずに申し訳ないですが、ご理解いただければと思います。 

 

齋藤委員長 

篠原副委員長の質問の中で、条例の改正内容が一部改正になっていますが、い

ままでの条例は市民会館と公民館が「並びに」で接続された条例の題名となって

いるものが、改正後は市民会館という名称が題名から無くなってしまっている

ため、一部改正ではなくて条例の新規制定になるのではないか、もう一つは現行

の公民館条例の各条文から「市民会館」の名称が削除されおり、施設管理は交流

センター条例で規定するということで、公民館条例と２本立てになるので、一部

改正ではちょっと無理があるという話であったと思うのですが、その辺は法規

担当の方も納得・了承はしているということでしょうか。 
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生方部長 

改正の手法というのはいくつかありまして、確かにおっしゃられたようにだ

いぶ大きな改正ですので全部改正という形の手法も取れます。また、交流センタ

ー条例が制定されますのでその附則の中で改正を行う等、いろいろ手法はあり

ますが、その中で教育委員会側の考え方として、今の現行の条例が、施設管理の

部分と公民館としての機能の部分の両方を備えた性質の条例であったこと、そ

のうちの施設管理だけを交流センター条例に移すという解釈の下で一部改正と

いう形態をとらせていただいております。それ自体については、先ほども申しま

したが、色々な手法がある中で法規担当とも確認を取りながら、今回の形で条例

改正を進めさせていただいたということでご理解をいただければと思います。 

 

齋藤委員長 

ちょっと聞いただけだと、条例の名称が変わってしまうので一部改正ではな

いのかなというような誤解を与えてしまうような部分もございますので、その

辺は何かありましたら、ご回答いただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。その他にご質問等がありますか。 

 それでは質問等がないようですので、報告（１）につきましては終わりとさせ

ていただきます。 

 

次に報告（２）令和６年袖ケ浦市二十歳を祝う会の取組み状況についてであり

ます。内容は本資料の３５ページから３６ページ及び本日追加配布されました

参考資料のとおりでございます。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

（本資料３５ページから３６ページ及び追加参考資料に基づき、三沢市民会

館副主幹が説明。） 

 

齋藤委員長 

報告（２）の件について、委員の皆様からご質問等があればお受けいたします。 

無いようですので、次に報告（３）市民会館・公民館事業の実施状況について

であります。内容は資料の３７ページから３８ページでございます。事務局より

説明をお願いします。 

 

事務局 

（本資料３７ページから３８ページまでに基づき、大田市民会館館長、多賀平

川公民館顧問、地引長浦公民館顧問、平賀根形公民館顧問、鹿嶋平岡公民館館長
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が説明。） 

 

齋藤委員長 

報告（３）の件について、委員の皆様からご質問等があればお受けいたします。 

無いようですので、報告（３）につきましては終了いたします。 

 

最後にその他に入ります。事務局、何かありますか。 

 

事務局 

（三沢市民会館副主幹から次回の公民館運営審議会の日時等を説明。） 

 

齋藤委員長 

以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。審議お疲れ様でし

た。                       

 

午後４時３２分 閉会 

 



















































































                                【参考資料】 

 

袖ケ浦市公民館並びに市民会館の設置及び管理等に関する条例  

 （趣旨）  

第１条  この条例は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２４

条及び第３０条第２項並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第１項の規定により、公民館並びに市民会館の設置及

び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。  

（設置）  

第２条  市は、社会教育の振興並びに市民の生活文化の向上と福祉の増

進を図るため、公民館並びに市民会館を袖ケ浦市に設置する。  

２  公民館並びに市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称  位置  

袖ケ浦市平川公民館  袖ケ浦市横田１１５番地１  

袖ケ浦市民会館  袖ケ浦市坂戸市場１５６６番地  

袖ケ浦市長浦公民館  袖ケ浦市蔵波５１３番地１  

袖ケ浦市根形公民館  袖ケ浦市下新田１２７７番地  

袖ケ浦市平岡公民館  袖ケ浦市野里１５６３番地１  

（分館の設置）  

第２条の２  平川公民館に分館を設置し、その名称及び位置は、次のと

おりとする。  

名称  位置  

富岡分館  袖ケ浦市吉野田６２２番地２  

（管理）  

第３条  公民館及び市民会館の管理者は、袖ケ浦市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）とする。  

（職員）  

第４条  公民館及び市民会館に、それぞれ館長その他の職員を置く。  

（公民館運営審議会）  
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第５条  社会教育法第２９条第１項の規定により公民館運営審議会を

置く。  

２  公民館運営審議会は、社会教育法第２９条第２項に規定するものの

ほか、市民会館の運営に関し教育委員会の諮問に応ずるものとする。  

３  公民館運営審議会の委員（以下「委員」という。）は、学校教育及

び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学

識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。  

４  委員の定数は、１２人以内とし、その任期は２年とする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

５  委員が、第３項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事

情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であっても委嘱を解く

ことができる。  

６  前各項に定めるもののほか、公民館運営審議会の組織及び運営に関

し必要な事項は、教育委員会規則で定める。  

（事業）  

第６条  公民館及び市民会館は、社会教育法第２２条に規定する事業の

ほか、公共の福祉増進のための施設の提供に供する事業を行う。  

（使用の許可）  

第７条  公民館並びに市民会館の施設及びその附属設備（以下「施設等」

という。）を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を

受けなければならない。  

２  前項の許可には、公民館及び市民会館の管理上必要な条件を付する

ことができる。  

（使用の制限）  

第８条  教育委員会は、次の各号の一に該当する場合には、公民館及び

市民会館施設等の使用を許可しないことができる。  

(１ ) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれが

あるとき。  
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(２ ) その使用が公民館及び市民会館の設置の目的に反すると認めら

れるとき。  

(３ ) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織

の利益になると認めるとき。  

(４ ) その他公民館及び市民会館の管理上支障があると認められると

き。  

（使用の許可の取消し等）  

第９条  教育委員会は、第７条の規定による使用の許可を受けた者（以

下「使用者」という。）が次の各号の一に該当する場合は、その使用

を制限し、又はその許可を取り消し、若しくは停止することができる。  

(１ ) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

(２ ) 第７条第２項の規定による使用の条件に違反したとき。  

(３ ) 前条各号のいずれかに該当するとき。  

(４ ) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が

明らかとなったとき。  

(５ ) その他公民館及び市民会館の管理上支障があると認められると

き。  

２  前項の規定により使用者において損害を生ずることがあっても教

育委員会は、その賠償の責を負わない。  

（使用期間）  

第１０条  公民館及び市民会館は同一使用者が同一施設を引き続き３

日以上にわたって使用することはできない。ただし、教育委員会が特

に必要と認めるとき、又は公民館及び市民会館の管理上支障がないと

認めるときは、この限りでない。  

（目的外使用、権利譲渡等の禁止）  

第１１条  使用者は、許可を受けた目的以外に公民館及び市民会館を使

用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。  

（模様替え等）  
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第１２条  使用者が公民館及び市民会館の使用に際しこれを模様替え

し、又は設備等を附加しようとするときは、あらかじめ教育委員会の

許可を受けなければならない。  

（原状回復）  

第１３条  使用者は、その使用を終了したとき（第９条の規定により使

用について制限又は許可の取り消し、若しくは停止があったときを含

む。）は、直ちに原状に復さなければならない。  

２  使用者が、前項に規定する義務を履行しない場合においては、教育

委員会が執行し、その費用を使用者から徴収する。  

（損害賠償）  

第１４条  使用者は、公民館及び市民会館の施設等を損傷し、又は滅失

したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。  

（使用料）  

第１５条  使用者は、別表第１、別表第２及び別表第３に定める使用料

を納入しなければならない。  

（使用料の徴収）  

第１６条  使用料は、使用の許可と同時に徴収する。  

２  国又は地方公共団体その他これに類する団体に使用許可した場合

は、前項の規定にかかわらず、別に納期を指定して徴収することがで

きる。  

（使用料の減免）  

第１７条  教育委員会が特に認めるときは、第１５条の使用料の額を減

額し、又はその使用料の額を免除することができる。  

（使用料の不還付）  

第１８条  既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に

該当するときには、使用料の全部又は一部を還付することができる。  

(１ ) 天災地変その他使用者の責によらない理由により使用ができな

かったとき。  
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(２ ) 教育委員会が公用又は公共用その他やむを得ない理由により使

用を取り消し、又は使用を中止したとき。  

(３ ) 使用者が使用期日の７日前までに使用の取消しを申し出たとき。 

（販売行為等の禁止）  

第１９条  公民館並びに市民会館及びその敷地内において物品の販売

その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許

可を受けて行う場合は、この限りでない。  

（委任）  

第２０条  この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定

める。  

 

別表第１（第１５条関係）  

市民会館  

区分  午前９時から午後５時まで

１時間につき  

午後５時から午後９時まで

１時間につき  

１階    

会議室  ３４０円  ３７０円  

研修室  ２３０円  ３５０円  

調理実習室  ６５０円  ９１０円  

和室１  ２３０円  ３５０円  

和室２  ２３０円  ３５０円  

大ホール（楽屋

１・２、ホワイ

エ等含む。）  

５，７４０円  ８，６２０円  

大ホール（舞台

のみを使用する

場合）  

１，７２０円  ２，５８０円  



                                【参考資料】 

 

２階    

会議室１  ３４０円  ３７０円  

会議室２  ３４０円  ３７０円  

講義室  ３４０円  ３７０円  

和室  ２３０円  ３５０円  

研修室  ６５０円  ９１０円  

３階    

中ホール  １，２３０円  １，８４０円  

レストラン（厨

房、パントリー、

倉庫、パッケージ

室含む。）  

１月につき  ２１５，０００円  

平川公民館  

区分  午前９時から午後５時まで

１時間につき  

午後５時から午後９時まで

１時間につき  

１階    

体育室  １，８４０円  ２，７６０円  

会議室  ３４０円  ３７０円  

多目的室  ６５０円  ９１０円  

２階    

視聴覚室  ６５０円  ９１０円  

会議室１  ２３０円  ３５０円  

会議室２  ２３０円  ３５０円  

保育室  ２３０円  ３５０円  

和室  ３４０円  ３７０円  

調理実習室  ６５０円  ９１０円  

長浦公民館  
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区分  午前９時から午後５時まで

１時間につき  

午後５時から午後９時まで

１時間につき  

１階    

多目的ホール  １，２３０円  １，８４０円  

多目的室  ６５０円  ９１０円  

２階    

会議室１  ３４０円  ３７０円  

会議室２  ３４０円  ３７０円  

和室１  ２３０円  ３５０円  

和室２  ２３０円  ３５０円  

創作室  ３４０円  ３７０円  

視聴覚室  ６５０円  ９１０円  

調理実習室  ６５０円  ９１０円  

研修室１  ３４０円  ３７０円  

研修室２  ３４０円  ３７０円  

根形公民館  

区分  午前９時から午後５時まで

１時間につき  

午後５時から午後９時まで

１時間につき  

１階    

野外ステージ  ６５０円  ９１０円  

多目的ホール  １，２３０円  １，８４０円  

２階    

会議室  ３４０円  ３７０円  

講義室  ３４０円  ３７０円  

研修室  ３４０円  ３７０円  

和室  ２３０円  ３５０円  

アトリエ  ３４０円  ３７０円  
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調理実習室  ６５０円  ９１０円  

視聴覚室  ６５０円  ９１０円  

平岡公民館  

区分  午前９時から午後５時まで

１時間につき  

午後５時から午後９時まで

１時間につき  

１階    

多目的ホール  １，２３０円  １，８４０円  

会議室  ２３０円  ３５０円  

２階    

会議室１  ３４０円  ３７０円  

会議室２  ３４０円  ３７０円  

和室  ３４０円  ３７０円  

研修室  ６５０円  ９１０円  

調理実習室  ６５０円  ９１０円  

視聴覚室  ６５０円  ９１０円  

平川公民館富岡分館  

区分  午前９時から午後５時まで

１時間につき  

午後５時から午後９時まで

１時間につき  

多目的ホール  １，２３０円  １，８４０円  

会議室  ３４０円  ３７０円  

和室  ３４０円  ３７０円  

調理実習室  ６５０円  ９１０円  

備考  

１  使用料は、１時間当たりの使用料（以下「単位使用料」という。）

に使用時間数を乗じて算定する。  

２  本市の住民でない者（本市に存する事業所等に勤務する者を除

く。）が使用する場合の単位使用料は、規定使用料の５割に相当す
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る額を加算した額とする。  

３  使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合の単位

使用料は、前２項の単位使用料に規定使用料の５割に相当する額を

加算した額とする。  

４  単位使用料の額に１０円未満の端数が生じたときは、その都度

これを切り捨てる。  

５  使用時間が１時間未満の場合は、１時間とみなす。  

６  ６月１日から９月３０日までは、「午後９時」を「午後９時３０

分」とする。  

別表第２（第１５条関係）  

体育室又は多目的ホールをアマチュアスポーツとして使用する場合

（冷房又は暖房を使用しない場合に限る。）  

施設区分  午前９時から

午後５時まで

１時間につき  

午後５時から午

後９時まで１時

間につき  

平川公民館  体育室（全面）  ５３０円  ６８０円  

体育室（半面）  ２６０円  ３４０円  

長浦公民館  多目的ホール  ２８０円  ３９０円  

根形公民館  

平岡公民館  

平川公民館富岡分館  

備考  

１  使用料は、１時間当たりの使用料（以下「単位使用料」という。）

に使用時間数を乗じて算定する。  

２  本市の住民でない者（本市に存する事業所等に勤務する者を除

く。）が使用する場合の単位使用料は、規定使用料の５割に相当す

る額を加算した額とする。この場合において、１０円未満の端数が
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生じたときは、これを切り捨てる。  

３  使用時間が１時間未満の場合は、１時間とみなす。  

４  ６月１日から９月３０日までは、「午後９時」を「午後９時３０

分」とする。  

別表第３（第１５条関係）  

附属設備使用料  

品名  単位  使用料  

（１時間につき）  

ピアノ  １台  ４４０円  

エレクトーン  １台  ４４０円  

第１ボーダーライト  １式  ８９０円  

第１サスペンションライト  

第２ボーダーライト  

第２サスペンションライト  

ホリゾントライト  

シーリングライト  

フロントサスペンションライト  

フットライト  １台  １３０円  

ステージスポットライト  １台  ４０円  

レコードプレーヤー  １台  ２２０円  

テープレコーダー  １台  ２２０円  

マイクロホン  １本  ８０円  

16ミリ映写機  １台  ２２０円  

スライド映写機  １台  ２２０円  

ビデオプロジェクター  １台  ４４０円  

ビデオデッキ  １台  ２２０円  

ＣＤプレーヤー  １台  ２２０円  
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ＣＤ・ＭＤプレーヤーコンポ  １台  ２２０円  

ＤＶＤプレーヤー  １台  ２２０円  

ＬＤプレーヤー  １台  ２２０円  

ブルーレイレコーダ  １台  ２２０円  

スクリーン  １面  ７０円  

反響板  １式  ５２０円  

三点吊りマイク  １式  ４４０円  

拡声装置  １台  ２２０円  

大ホール拡声装置  １式  ５２０円  

ステージスピーカー  １式  １３０円  

はね返りスピーカー  １式  ５０円  

チェロ  １台  ４４０円  

コントラバス  １台  ４４０円  

クラリネット  １本  ４４０円  

オーボエ  １本  ４４０円  

ファゴット  １本  ４４０円  

チューバ  １台  ４４０円  

シンバル  １組  ４４０円  

ティンパニー  １台  ４４０円  

指揮者台  １台  ２０円  

指揮者用譜面台  １台  ２０円  

譜面台  １台  １０円  

平台  １枚  ３０円  

大ホール講演台  １台  １３０円  

屏風  １双  ２６０円  

附属設備使用料その２  

品名  単位  使用料  
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（１回当たり）  

陶芸窯（素焼き）  １台  １，０００円  

陶芸窯（本焼き）  １台  ２，０００円  

備考  

１  平台には箱足、開足を含む。  

２  大ホール講演台には司会者台、花台を含む。  

３  使用時間が１時間未満の場合は、１時間とみなす。  
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令和６年昭和地区二十歳を祝う会来賓・主催者名簿 

≪来 賓≫ 

№ 役 職 名 氏  名 備  考 

１ 市 議 会 議 員 渡辺 あゆみ 登壇 

２ 市 議 会 議 員 佐藤 博文 登壇 

３ 市 議 会 議 員 伊東 章良 登壇 

４ 市 議 会 議 員 木村 淑子 登壇 

５ 市 議 会 議 員 稲毛 茂徳 登壇 

６ 市 議 会 議 員 村田 稔 登壇 祝辞 

７ 市 議 会 議 員 緒方 妙子 登壇 

８ 市 議 会 議 員 塚本 幸子 登壇 

９ 昭和地区自治連絡会会長 風呂本 充正 登壇 

 

≪主催者≫ 

№ 役 職 名 氏  名 備  考 

１ 教 育 長 御園 朋夫 主催者挨拶 

２ 教 育 委 員  登壇 

３ 教 育 部 長 生方 和義 登壇 

４ 社 会 教 育 委 員 長 田中 雪夫 登壇 

５ 社 会 教 育 副 委 員 長 稲垣 昭彦 登壇 

６ 社 会 教 育 副 委 員 長 佐々木 眞由美 登壇 

７ 社 会 教 育 委 員 弘中 邦典  

８ 社 会 教 育 委 員 木村 育子  

９ 社 会 教 育 委 員 河野 裕一郎  

10 社 会 教 育 委 員 小泉 康  

11 社 会 教 育 委 員 岡田 康  

12 公 民 館 運 営 審 議 会 委 員 長 齋藤 隆彦 登壇 

13 公 民 館 運 営 審 議 会 委 員 早川 敦  

14 実 行 委 員 長 大田 知司 登壇 

13 副 実 行 委 員 長 石井 喜三江 登壇（公運審） 

 

服装 

 来賓----平服 主催者（登壇者）---略礼服 

        主催者（登壇なし）---平服 



  

令和６年長浦地区二十歳を祝う会来賓・主催者名簿 

≪来 賓≫ 

№ 役 職 名 氏  名 備  考 

１ 市 議 会 議 員 根本 駿輔  

２ 市 議 会 議 員 山下 信司 祝辞 

３ 市 議 会 議 員 佐藤 麗子  

４ 市 議 会 議 員 笹生 猛  

５ 長浦地区自治連絡協議会会長 土谷 明生  

 

 

≪主催者≫ 

№ 役 職 名 氏  名 備  考 

１ 企 画 政 策 部 長 小島 悟 主催者挨拶＊ 

２ 教 育 委 員 髙野 隆晃  

３ 教 育 部 学 校 教 育 課 長 前沢 幸雄  

４ 公 民 館 運 営 審 議 会 委 員 庄司 光利  

５ 実 行 委 員 長  須田 紀子  

６ 副 実 行 委 員 長 在原 潤 （社会教育委員） 

７ 長 浦 公 民 館 顧 問 地引 等  

 

服装 

 来賓----平服 

 主催者---平服（ただし、＊挨拶者は略礼服着用） 

 



  

令和６年蔵波地区二十歳を祝う会来賓・主催者名簿 

≪来 賓≫ 

№ 役 職 名 氏  名 備  考 

１ 市 議 会 議 員 湯浅 榮  

２ 市 議 会 議 員 山口 進 祝辞 

３ 市 議 会 議 員 在原 直樹  

４ 市 議 会 議 員 励波 久子  

５ 長浦地区自治連絡協議会副会長 中山 敏男  

 

 

≪主催者≫ 

№ 役 職 名 氏  名 備  考 

１ 市 長 粕谷 智浩 主催者挨拶＊ 

２ 教 育 委 員 髙野 隆晃  

３ 教 育 部 生 涯 学 習 課 長 島田 宏之  

４ 社 会 教 育 委 員 木曽野 真紀  

５ 公民館運営審議会副委員長 片寄 礼子  

６ 公 民 館 運 営 審 議 会 委 員 土師 宏美  

７ 公 民 館 運 営 審 議 会 委 員 大熊 弘子  

８ 実 行 委 員 長 須田 紀子  

９ 副 実 行 委 員 長 畠山 真一 （社会教育委員） 

10 長 浦 公 民 館 顧 問 地引 等  

 

服装 

 来賓----平服 

 主催者---平服（ただし、＊挨拶者は略礼服着用） 

 

 

 



  

令和６年根形地区二十歳を祝う会来賓・主催者名簿 

≪来 賓≫ 

№ 役 職 名 氏  名 備  考 

１ 市 議 会 議 員 吉岡 淳一  

２ 市 議 会 議 員 篠﨑 典之 祝辞 

３ 根形地区自治連絡会会長 大勝 寛人  

 

 

≪主催者≫ 

№ 役 職 名 氏  名 備  考 

１ 副 市 長 花澤 一男 主催者挨拶＊ 

２ 教 育 委 員 中村 伸子  

３ 教 育 部 次 長 高浦 正充  

４ 公 民 館 運 営 審 議 会 委 員 田中 輝博  

５ 実 行 委 員 長 加藤 宏明  

６ 副 実 行 委 員 長 松井 恭子 （社会教育委員） 

７ 根 形 公 民 館 顧 問 平賀 栄三郎  

 

服装 

 来賓----平服 

 主催者---平服（ただし、＊挨拶者は略礼服着用） 

 



  

令和６年平川地区二十歳を祝う会来賓・主催者名簿 

≪来 賓≫ 

№ 役 職 名 氏  名 備  考 

１ 県 議 会 議 員 江野澤 吉克 祝辞 

２ 市 議 会 議 長 榎本 雅司  

３ 市 議 会 副 議 長 小国 勇 祝辞 

４ 市 議 会 議 員 篠原 幸一  

５ 市 議 会 議 員 伊藤 啓  

６ 平岡地区自治連絡会会長 西田 隆司  

7 中川富岡地区自治連絡会会長 永野 和徳  

 

≪主催者≫ 

№ 役 職 名 氏  名 備  考 

１ 市 長 粕谷 智浩 主催者挨拶＊ 

２ 教 育 委 員 若林 洋子  

３ 教育部スポーツ振興課長 鈴木 靖彦  

４ 社 会 教 育 委 員 二宮 義文  

５ 社 会 教 育 委 員 中山 正紀  

６ 公 民 館 運 営 審 議 会 副 委 員 長 篠原 和行  

７ 公 民 館 運 営 審 議 会 委 員 福原 孝彦  

８ 公 民 館 運 営 審 議 会 委 員 前田 元子  

９ 公 民 館 運 営 審 議 会 委 員 鈴木 美恵子  

10 実 行 委 員 長 齊藤 秀夫  

11 副 実 行 委 員 長 鹿嶋 章夫  

12 平 川 公 民 館 顧 問 多賀 克之  

13 平 岡 公 民 館 顧 問 在原 徹  

 

服装 

 来賓----平服 

 主催者---平服（ただし、＊挨拶者は略礼服着用） 

 


